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を体験！

第3弾
参加
無料

防災クイズに
挑戦！

おうちでできる
防災のご紹介

災害用簡易トイレを差し上げます。

がやってくる！

Ⓒ練馬区

※地区外にお住まいの方もご参加いただけます。※イベントは予告なく中止、または内容変更する場合がございます。※本イベント参加中の事故や怪
我および損害に対する一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。※新型コロナウイルス対策を講じて開催いたします。参加者の皆
さまは、マスクの着用などにご協力ください。

まちづくり
キャラバン

防まちキャラバン防まちキャラバンに参加して　　　　
防災について楽しく学ぼう！防災について楽しく学ぼう！

※荒天等により延期または中止する場合があります。
　最新情報はホームページでご確認ください。　　

　   3月 11日 (土 )土 )　
午前９時~正午 小雨決行

　   3月 11日 (土 )　　
午前９時~正午 小雨決行

　   3月 11日 (土 )　　
午前９時~正午 小雨決行

場所：こまどり公園

訓練用消火器による
初期消火訓練

協力：石神井消防署
※天候により中止になる場合があります。

同時開催
！

練馬区 都市整備部 防災まちづくり課 防災まちづくり担当係（本庁舎 15 階）

〒 176-8501 練馬区豊玉北 6丁目 12 番 1 号

電話：03-5984-1303　FAX：03-5984-1225　E-mail：BOUMACHI＠city.nerima.tokyo.jp

第８号第８号

令和5年令和5年
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防 災 まちづくりニュースまちづくりニュース　防災まちづくりの取り組みの一環として、防災意識を高めていただくためのイベント「防災まちづ
くりキャラバン（通称：防まちキャラバン）」を開催します。皆さまのご参加をお待ちしております。

　近年発生した大きな地震では、ブロック塀等の倒壊により、尊い命が失われています。
　ブロック塀等の倒壊により、他人の生命、身体、財産に危害を与えてしまった場合、所有者や管理者
として損害賠償責任を負う可能性があります。

危険なブロック塀等を撤去する場合、危険なブロック塀等を撤去する場合、
助成制度があります。助成制度があります。
危険なブロック塀等を撤去する場合、
助成制度があります。
危険なブロック塀等を撤去する場合、
助成制度があります。

出典：（一財）消防防災科学センター「災害写真データベース」

ブロック塀は、コンクリートブロックが積み重なってできています。
コンクリートブロック 1個の重さはどれくらいでしょうか。

※コンクリートブロック： 日本工業規格（JIS）　基本形ブロック C 種
　　　　　　　　　　　　長さ 390 ㎜、高さ 190 ㎜、厚さ 100 ㎜の場合

みんなで考えよう！

ご自宅のブロック塀等はご自宅のブロック塀等は
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
ご自宅のブロック塀等は
大丈夫ですか？
ご自宅のブロック塀等は
大丈夫ですか？

390mm

190mm

100mm



のご案内のご案内

を実施しています！を実施しています！

防災クイズコーナー

防災用品の紹介

初期消火訓練

煙ハウス体験 起震車での地震体験

解体工事 建替え工事（解体＋新築工事）
助成金額：最大 130 万円　   または 助成金額：最大 225 万円

※このほか、面積単価による上限もあります

高さ
1.4ｍ

2ｍ
6ｍ

3ｍ4ｍ

　人的・物的被害や道路閉そくを防止するため、倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去費用を助成
します。

※各種助成および奨励金の交付にあたっては、諸条件があります。詳細については、下記へお問い合わせください。

[ お問い合わせ先 ]　都市整備部　防災まちづくり課　防災まちづくり担当係
　　 　　   　　　　　電話：０３－５９８４－１３０３（直通）

閉そく防止路線沿道の塀

その他の道路沿道の塀

助成金額：17,000 円 /ｍ ＋ 撤去する部分の高さが１ｍを超える場合、
１ｍを 10㎝超える毎に 1,000 円 /ｍを加算

助成金額：  8,000 円 /ｍ ＋ 撤去する部分の高さが１ｍを超える場合、
１ｍを 10㎝超える毎に 500 円 /ｍを加算

　防災まちづくり推進地区では、助成制度を拡充するなど、集中的に地域の防災性向上に取り組んで
います。

第１弾
【開 催 日】
【開催場所】
第２弾
【開 催 日】
【開催場所】

旧耐震住宅の解体・建替え工事費用を助成します
　老朽木造住宅の更新を促進し、地域の不燃性を向上させるため、住宅の解体費用等を助成します。
　対象建築物は、昭和 56年 5月 31 日以前に建築された住宅です。

狭あい道路の解消を支援します
　災害時でも道路が閉そくせず、避難路や緊急車両の通行が確保されるよう、狭あい道路（幅員４ｍ
未満）を拡幅するための費用を助成します。
　特に、狭あい拡幅促進路線沿道では、道路 ( 公道 ) の拡幅を促進するため、土地の寄付に対して奨励
金を交付します。

助成金額の参考例

閉そく防止路線については、こちらからご確認いただけます。

◆閉そく防止路線沿道の場合
（17,000 円 /m＋4×1,000 円 /ｍ）×（4+2+3+6）ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　＝315,000 円
◆その他の道路沿道の場合
（8,000 円 /ｍ＋4×500 円 /ｍ）×（4+2+3+6）ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　＝150,000 円

　特に、閉そく防止路線沿道では、危険性の高いブロック塀等の撤去を促進するため、通常よりも
増額した助成金を交付します。

右記のブロック塀を撤去

表紙のクイズの答えは、 　　　コンクリートブロックの種類により、重さは異なります。

40 ㎝分の高さ加算

※危険性が高い塀に限り、閉そく防止路線沿道と同等の助成額を適用

40 ㎝分の高さ加算


